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濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
で
の

F
L臣
官
PEn--mp

第
三
十
二
巻

七

四

第
四
時
職

一
一
一
六

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
さ
し
て
の

F
E
5
3
n
g
p
(下
)

楠

見

正

、，F三
買
現
に
至
ら
さ
る
議
機
閥

恥
宮
市
田
喜
四
号
n
z
-
E
g
E四
-
m
n
y
z
E
R
V
E
v
g
m帥
Z
E
W

〉・
1
0・
バ

イ

E

Y
ン
工
業
債
券
銀
行

は
バ
イ

z
y
ン
工
業
組
合
仏
9
・羽田宮『一

R
K
T
E奇町一一
S
F
Z号
向
日
仏
に
依
っ
て
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
元
来
品

工
業
組
合
に
劃
し
て
は
、
約
九
C
C
の
舎
枇
が
純
計
約
二
百
寓
側
の
貸
付
申
込
を
な
し
た
が
、
組
合
は
業
の
資
金

調
達
に
頗
る
困
難
を
戚
じ
た
。
そ
こ
で
工
業
組
合
は
一
九
二
四
年
十
二
月
に
、
資
金
を
需
要
す
る
曾
祉
に
罰
し
て

五
十
高
問
乃
至
百
高
聞
の
資
本
金
で
、
バ
イ
ヱ

Y

ン
工
業
債
券
銀
行
を
設
立
せ
ん
事
を
提
議
し
た
。
此
の
案
に
依

れ
ば
、
工
業
債
券
銀
行
は
他
の
一
切
の
銀
行
的
業
務
を
行
は
示
し
て
、
車
に
後
行
せ
ら
れ
た
債
券
の
信
託
曾
祉

叶

5
z
E
E
m
g
m
F
n
E
P
と
し
て
の
任
務
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
業
の
費
本
金
は
二
分
し
て
、
業
の
竿
分
は
米
国

銀
行
ジ
ン
デ
ケ

1
ト
か
ら
、
他
の
竿
分
は
奥
へ
ら
れ
た
貸
付
に
比
例
し
て
債
券
所
有
者
か
ら
醸
出
せ
し
め
ん
と
し

M

-

M

 

t
。
即
ち
個
々
の
債
券
所
有
者
ま
債
券
十
高
毎
-
二
一
百
五
十
・
の
株
式
を
所
有
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
監

t

k

l

R

 

事
曾
は
五
人
の
監
事
か
ら
組
織
せ
ら
れ
、
そ
の
内
米
圃
銀
行
及
債
務
所
有
者
の
中
か
ら
夫
々
二
人
宛
を
選
び
、
残

り
の
一
人
は
無
関
係
者
か
ら
選
ぶ
も
の
と
し
た
。
此
の
機
関
は
バ
イ
エ
U
F

ン
営
局
の
同
意
を
得
て
、
総
額
一
億
二

千
五
百
高
闘
の
債
券
を
畿
行
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
債
券
は
第
一
抵
嘗
の
不
動
産
に
依
っ
て
登
錬
握
保
せ
ら



れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
債
券
の
償
還
期
限
は
十
五
年
以
上
た
る
事
を
要
し
、
業
の
利
率
は
一
定
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い

が
、
従
来
の
事
例
に
依
っ
て
入
Mm
見
営
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
貸
付
の
償
還
は
三
年
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
此
の
期
間
の
経
過
後
は
各
債
券
所
有
者
は
そ
の
債
務
を
、
取
引
所
上
場
資
格
あ
る
有
債
謹
券
で
返
還
し
、
或

は
額
面
額
の
償
還
に
依
っ
て
梼
崩
償
還
し
、
之
に
費
し
て
不
動
産
の
解
請
を
要
求
す
る
権
利
が
奥
へ
ら
れ
る
。
爾

各
債
券
所
有
者
を
し
て
其
の
輿
へ
ら
れ
た
債
券
額
の
一
定
割
合
で
、
恐
ら
〈
其
の
五
%
で
、
携
保
を
提
供
せ
し
め

之
に
依
っ
て
彼
等
を
積
立
金
に
闘
奥
せ
し
な
る
方
法
で
積
立
金
を
調
達
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
債
務
闘
係
が
消
滅
す

る
場
合
に
は
、
個
々
の
人
は
彼
が
積
立
金
に
提
供
し
七
割
及
武
一
切
刺
子
か
ら
、
債
務
開
慌
の
織
親
中
賓
際
じ
必
要

E
け
ら
れ
た
部
分
営
控
除
し
た
る
も
の
な
返
龍
せ
ら
れ
る
。
貸
付
最
高
限
度
は
、
各
企
業
を
し
て
そ
の
負
据
能
カ

に
臆
じ
て
債
券
を
保
持
せ
し
な
る
様
な
形
式
で
な
さ
れ
る
。
併
し
乍
ら
此
の
計
量
は
未
だ
質
現
せ
ら
る
る
に
は
至

ら
な
い
。配

恩
師
旬
。
叫
N
O
E
S
-
F
a宮
-
O・
g
-
r・
z・
5
〈
〈
岳
出
血
吋
衣
に
ヲ
イ
マ

1
Y
の
濁
逸
賞
用
、
装
飾
及
事

術
開
器
工
業
組
合
口
凸
『
〈
2
E
E
C
E
g
n
r
m『
EE--wg
言
。
白
U
E
E
n
r
y
N
-
q
l
=
-己
保
z
g
q
R
N而

-
-
E
P
E・

σ
.
z
.
5
H
d
N町一
MHdhw『・

の
企
て
を
暴
げ
る
事
が
出
来
る
。
此
の
組
合
は
濁
逸
戸
ア
イ
ヒ
に
散
在
し
て
ゐ
る
組
合
員
の

信
用
需
要
を
充
足
せ
し
な
る
矯
め
に
、
濁
逸
通
貨
安
定
後
間
も
な
く
、
『
向
器
信
用
』

=
F『N
m
-
E
F
T
-
ハ
『
向
島
宗
こ
な

る
名
輔
の
下
に
有
限
責
任
の
曾
祉
を
設
立
せ
ん
と
し
た
。
曾
祉
の
目
的
は
陶
器
工
業
に
於
け
る
信
用
需
要
を
充
足

せ
し
か
る
に
存
し
、
そ
の
任
務
は
陶
器
工
業
経
管
に
劃
す
る
信
用
を
受
託
者
的
に
仲
介
す
る
に
在
っ
た
。
而
も
此

の
場
合
牧
盆
を
目
的
と
す
る
事
は
許
き
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
舎
一
祉
の
費
本
金
は
一
高
側
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
四
時
抗

調
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
の

H
E
E
E
n
E
5
2

第
三
十
二
審

七
一
五

一
二
七
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濁
泡
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
の

F
R
E
E言。
-
5
2

第
四
波

一
二
八

第
三
十
二
容

七
一
六

契
約
締
結
に
劃
す
る
同
意
、
利
牽
及
手
数
料
そ
の
他
の
保
件
の
決
定
、
並
に
信
用
委
員
舎
の
決
議
に
封
す
る
控

訴
の
決
定
は
監
事
舎
の
任
務
に
属
し
て
ゐ
る
。
信
用
委
員
舎
は
舎
一
祉
で
重
要
な
る
地
位
を
占
な
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
常
務

P
R
E
r宮
町
内
『
と
綿
舎
で
選
ば
れ
た
る
三
人
と
の
四
名
の
委
員
よ
り
な
h
ノ
、
其
の
三
人
に
謝
し
て
は

同
時
に
各
一
人
の
代
理
人
を
任
命
す
る
。
信
用
委
員
曾
の
任
務
は
借
入
申
込
の
信
用
調
査
を
な
し
、
信
用
額
及
其

他
、
特
に
信
用
授
奥
に
件
ふ
一
般
的
保
件
を
決
定
す
る
に
在
る
。
其
の
決
定
は
多
数
決
に
依
つ
て
な
$
る
る
事
hv-

要
し
、
然
ら
、
ざ
る
場
合
に
は
申
込
を
把
絶
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
比
の
信
用
委
員
曾
の
決
定
に
封
し
で
は
、
上

通
の
如
く
監
事
曾
に
控
訴
す
る
事
を
許
-
さ
れ
る
υ

信
用
は
受
信
者
が
持
分
出
資
を
な
し
、
且
火
災
保
険
局
憤
低

回

B
E
r
g目2
5
2
の
二
五
%
の
最
高
限
度
以
内
に
於
げ
る
工
場
及
住
宅
地
を
第
一
抵
嘗
と
し
・
て
整
記
す
る
事

を
健
件
と
し
て
許
さ
れ
る
。
-
ア
，
イ
ヒ
及
州
の
強
制
祇
営

N
Zロ
句
寄
宮
p
m
r
(註
士
一
)
詠
一
に
紙
幣
マ
M
Y

ク
抵
営

3
1
R
E
R
E
-ョ
。
p
m
w
は
先
順
位
に
な
さ
る
る
事
を
要
し
、
そ
の
縛
負
携
額
は
火
災
保
険
局
慣
値
の
三

o
u
mを
超

ゆ
る
事
を
品
川
な
い
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
舎
一
吐
か
ら
貸
付
け
ら
る
べ
き
信
用
の
期
限
は
、
舎
枇
自
ら
が
受
け
る
べ
き

信
用
の
期
限
に
膳
じ
て
定
め
ら
れ
る
。
最
も
興
味
あ
る
事
は
工
業
的
新
投
資
の
貫
析
に
封
し
て
資
金
を
貸
奥
し
て

は
な
ら
ぬ
左
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
年
末
に
於
て
牧
入
が
支
出
を
超
過
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
過
部
分
の

匂

少
く
と
も
五

O
叫
げ
は
保
誼
勘
定
己
目
=
内
円
色
町
『
日
r
g
g
に
繰
入
れ
る
事
を
要
し
、
此
の
保
謹
勘
定
は
利
子
不
足
及
損

失
に
謝
す
る
積
立
金
勘
定
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。

は
陶
器
工
業
と
云
ふ
一
部
門
の
凡
て
の
信
用
需
要
を
一
機
闘
に
於
て
供
給

せ
ん
と
す
る
・
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
企
て
は
賛
金
供
給
者
側
の
保
件
に
依
っ
て
失
敗
に
蹄
し
て
し
ま
っ
た
。
業
の

此
の
如
く
此
の
可
。
『
月
一
一

E
B
H
C
m
s

和

ι
E
r
y
h
、、
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不
成
功
の
原
因
は
一
は
貴
金
需
要
が
一
致
し
、
一
時
に
起
債
の
及
ぱ
F
る
程
多
額
の
純
物
資
的
要
求
が
め
っ
た
事

と
、
他
は
曾
枇
が
信
用
関
係
者
の
連
帯
責
任
を
、
定
款
に
於
て
軍
に
比
較
的
少
額
の
持
分
出
資
の
形
仁
於
て
求
め

ん
と
す
る
に
止
め
ん
と
し
た
事
に
依
る
。
更
に
最
も
注
意
す
べ
き
は
一
部
門
の
信
用
を
供
給
せ
ん
と
す
る
曾
枇
に

於
て
は
、
庚
汎
な
る
危
険
分
散
目
印
一

-
8
2『

E
z
z
m
が
行
は
れ
争
、
種
々
の
工
業
に
信
用
を
仲
介
す
る
機
関
に
佃

有
な
る
諸
部
門
混
合
尽

E
n
F
S
E
R
E
z
m
か
ら
特
ら
る
ぺ
き
調
整
が
焼
却
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
若
し
も
晶

の
企
て
が
成
功
し
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
工
業
金
融
組
合
の
中
に
於
て
は
特
殊
の
地
位
台
占
め
た
で
あ
ら
う
k
思
は
れ

る
。
蓋
し
此
の
企
て
は
工
業
金
融
組
令
と
し
て
の
特
色
を
快
い
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
此
の

Y
R巴
Z
a阿
古
住
仲

に
於
て
は
純
然
た
る
受
信
者
の
連
椴
責
任
を
要
求
せ
ず
る
の
み
な
ら
や
、
其
の
活
動
範
聞
に
於
て
も
地
域
的
の
制

限
炉
設
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ui 
n ロd

m 
E 
3 

q 
". 

事
". 。
R・25)

E 

(
註
+
二
)
一
定
白
金
額
を
支
排
ふ
べ
き
裁
剣
ょ
の
剣
決
に
基
い
て
、
債
権
者
は
債
務
者
の
土
地
所
有
に
保
全
抵
嘗

登
記
ナ
る
事
が
出
来
る
。
之
に
依
ワ
て
抵
営
櫨
を
設
定
し
た
も
の
が
即
ち
強
制
抵
首

NgsmmS唱
。
吾
停
で
あ
る
。
張
制
抵
常
に
於
て
は
、
抵

嘗
設
定
に
際
し
て
必
要
な
る
土
地
所
有
者
の
協
力
は
、
裁
列
上
白
列
決
を
以
で
代
へ
ら
れ
る
。
叉
裁
剣
上
白
一
列
曲
院
に
基
い
て
抵
嘗
櫨
の
登
記
を

行
pt
事
も
出
来
る
。
此
白
場
合
数
個
白
土
地
が
問
題
と
な
る
時
以
は
、
債
横
者
は
某
の
債
穣
を
個
々
の
土
地
に
分
割
せ
ね
ば
な
ら
ね
か
〈

L
て

互
に
密
接
な
る
関
係
に
あ
る
個
身
の
抵
嘗
植
の
一
圏
が
成
立
す
る
。

川

口

町

F
p
s
n
r
o
-
E
E
E
o
r邑
官
官
尋
〉
・
口
・
バ

l
Jア
y
に
於
て
も
ア
T

Y

タ
経
済
銀
行
に
倣

っ
て
、
一
九
二
六
年
五
月
に
、
工
業
金
融
組
合
の
設
立
を
企
て
、
之
を
バ

1
デ
ン
工
業
信
用
銀
行
と
離
し
て
ゐ
る

此
の
機
関
は
百
高
問
の
責
本
金
で
、
共
盆
的
株
式
曾
祉
の

m
g
Z
D
E
E
m
;
E
g
m
m
E
-
R
E
と
し
て
州
の
監
督

の
下
に
設
立
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
未
だ
に
貫
現
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
此
の
機
関
は
バ

1
デ
ン
の
中
小
工

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
白

H
E
E
E
E与
え
同

第
三
十
二
巻

第
岡
崎
脚
「

七

七

一
二
九

LiDdner， K.， u. a. O. S.97-70. 
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窃
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て

D
H
E
E
E
g
n
rち

第
三
十
三
巻

一
三

O

第
四
就

七

J""Ic 

業
及
手
工
業
に
不
動
産
抵
営
信
用
の
方
法
に
依
っ
て
、
長
期
貸
付
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
貸
付
に
要

す
る
費
金
は
責
本
金
の
二
十
倍
の
額
迄
借
入
金
を
な
し
て
調
達
す
る
。
典
へ
ら
る
べ
き
貸
付
の
範
固
に
関
し
て
は

M
 

ザ
グ
セ

γ
抵
営
謹
券
接
行
機
関
と
同
様
こ
、
二
十
五
高
・
以
上
の
貸
付
ま
バ

1
デ
シ
州
嘗
局
の
同
意
を
要
す
る
。
目

l

k

t

 

貸
付
は
酔
崩
償
還
貸
付
の
方
法
で
行
は
れ
、
受
信
者
の
連
帯
責
任
を
求
め
る
等
他
の
工
業
金
融
組
合
と
大
差
は
な

盟

岡
田
そ
の
他
の
機
関
工
業
金
融
組
合
を
設
立
せ
ん
と
す
る
企
て
は
、
そ
の
他
に
品
多
〈
存
在
す
る
が
、

供
し
判
れ
も
ま
打
佐
見
的
の

J

も
の
で
は
な
レ
。
例
へ
ば
、
目
立
刊
誌
円
山
川
町
仇
巾
口
仁
於
げ
る
計
輩
、
出
v
m
H
P
に
の
計
謹

の
如
き
之
で
あ
る
。

=
1ダ
1
h
v
ュ

ν
ヂ
エ
ン
に
於
て
は
一
九
二
六
年
夏
、

-
7
lダ
1
シ品

V

ヂ
エ
ン
工
業
同
盟

国
ロ
ロ
仏
呂
町
内
庁
a
n
r
E一朗
nrm『

H
E
E片
岡
正
一
目
円
切
〈
・
が
一
千
高
M
の
費
本
金
を
以
て
工
業
金
融
組
合
的
機
関
を
設
立

R
 

せ
ん
と
し
た
。
貴
金
の
調
達
は
祇
営
費
券
の
義
行
に
依
り
、
業
の
抵
常
謹
券
の
保
謹
に
は
、
第
一
線
に
中
小
工
業

の
興
鹿
左
密
接
な
る
聞
係
を
有
す
る

p
c丘
目
立
包
〈

R
E
E
z
a
q
R
E
2
2
が
立
っ
て
ゐ
る
岬

Z

1

4

Y

7

z

y
v
に
於
て
は
観
鋼
品
工
業
同
盟
問
田
町
田

'
c
E
m
g
z
g『

g
E
E印
E
S
Z
E
が
ザ
グ
セ
シ
抵
営
謹
券
接
行
機
闘
の

例
に
倣
っ
て
、
工
業
金
融
組
合
を
設
立
せ
ん
と
企
て
た
事
が
知
ら
れ
て
ゐ
九
。

個
一
九
二
八
年
に
設
立
せ
ら
れ
た
三
機
関

一
九
二
八
年
に
は
工
業
金
融
組
合
観
念
は
カ
強
〈
復
活
し
て
三
の
工
業
金
融
組
合
が
設
立
せ
ら
れ
た
。
乍
併
其

観
念
に
於
て
幾
分
の
麗
化
が
め
っ
た
事
は
否
認
し
符
な
い
所
で
あ
っ
て
、
従
来
工
業
金
融
組
合
観
念
に
費
し
て
行

は
れ
た
異
論
に
備
へ
る
矯
め
に
、
大
抵
州
の
保
謹
を
求
め
な

t
な
っ
た
が
、
然
し
依
然
と
し
て
連
帯
保
謹
は
之
を

27) Lindner， K.， a. a. O. S. 70; Hippel， a. a. O. S. 438--439; Rei町 -Hi四 ehberg，
a. a. O. S. 55・
Reier・HirschbeTg，a. a. 0_ S. 58-59・
Lindner， K.， a. a. O. S. 70. 

28) 

29) 



要
求
し
て
ゐ
る
。
蓋
し
蓮
帯
幌
謹
な
く
し
て
は
工
業
金
融
組
合
は
成
立
し
持
な
い
か
ら
で
あ
る
。

，q
u
-個
同
志
向
皆
目

4
2
a
a
m
z口開

U
g
g
n
r
s
z
F『BEo--雷同
日

g
z
o
o
-
の
-
g・
V
-
E・
伯
林
の
濁
逸
食

料
品
工
業
信
用
組
合
に
闘
し
て
は
齢

h
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、
ぞ
れ
は
中
部
満
逸
工
業
信
用
組
合
と
同
様
に
、
協

同
組
合
的
に
組
織
せ
ら
れ
仁
一
工
業
金
融
組
合
で
あ
っ
て
、
業
の
組
合
員
の
経
笹
仁
劃
し
て
長
期
梼
崩
信
用
を
供

給
せ
ん
事
を
任
務
止
し
て
ゐ
る

2

此
の
一
機
闘
に
劃
し
て
は
前
識
の
陶
器
信
用
有
限
責
任
曾
枇
に
於
け
る
と
同
様
な

る
疑
念
は
行
は
れ
る
。
乍
然
此
の
信
用
組
合
に
於
て
は

F
R
m
F千
百
四
告
と
異
っ
て
、
二
C
M
W
の
連
帯
責
任
を

要
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
資
の
供
給
を
期
待
す
る
事
E
出
来
る
。
尤
も
可
成
り
峻
厳
な
る
蓮
帯
責
任
を
求
め

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
鴻
め
に
優
良
な
る
企
業
が
臨
時
し
な
い
か
と
一
四
ふ
事
は
問
題
で
あ
る
。
慌
営
貸
付
の
最

高
限
度
と
し
て
は
土
地
に
封
し
て
は
三
五
%
、
機
械
及
水
力
に
劃
し
て
は
二
五

μ
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
私
。

川

河

口

F

四
回
『
O
B
S
E
S
S
-
∞g
r
〉
・
ー
の
・
更
に
興
味
あ
る
事
は
、
一
九
二
八
年
の
終
h
J
頃
に
設
立
せ

ら
れ
た
プ

V
1
メ
ン
-
A
Y
ナ
銀
行
で
あ
る
。
従
来
新
聞
で
は
此
の
銀
行
に
闘
し
て
『
舎
5
2
2
n
g
p
な
る
言
葉

を
用
ゆ
て
ゐ
な
い
げ
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
上
よ
り
見
て
、

9
ン
ド
ナ
ー
は
之
を
工
業
金
融
組
合
と
し
て
取
扱
っ
て

ゐ
る
叫
此
の
銀
行
は
後
に
遮
ベ
る
濁
逸
工
業
中
央
銀
行
と
著
し
く
類
似
し
、
外
資
の
援
助
に
依
っ
て
プ
レ

1
メ
y

極
構
に
不
動
産
抵
営
信
用
を
供
給
し
、
・
且
監
事
舎
の
鑑
定
に
従
っ
て
貸
付
賛
金
の
調
達
及
授
奥
に
必
要
な
る
凡
ゆ

る
銀
行
業
務
を
桁
ふ
の
で
あ
る
が
、
然
し
正
則
な
る
銀
行
業
務
は
之
を
行
は
な
い
。
一
千
高
M
の
資
本
金
を
有
す
・

る
此
の
銀
行
は
、
共
盆
的
機
関
で
め
っ
て
、
決
し
て
股
盆
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
純
益
よ

り
費
用
を
控
除
し
、
積
立
金
繰
入
を
な
し
、
而
も
残
存
す
る
剰
品
院
は
、
結
局
プ
レ

1
メ
ン
州
に
踊
属
す
る
。
然
し

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
の
『
包
Z
E
5
2
Z
P

第
三
十
二
巻

七

九

第
四
披

一一

Lindner， K.， a. a. O. S. 132-133 
Lindner， K.， a. a. O. S. 133・



七
二

O

プ

V
1
メ
ン
州
は
貰
際
少
額
の
出
資
を
以
て
株
式
責
本
に
奉
加
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
規

定
は
プ

v
l
メ
シ
・

A

Y

す
銀
行
が
プ

v
i
メ
ン
州
の
保
謹
の
下
に
活
動
し
て
ゐ
る
事
を
推
測
せ
し
か
る
に
十
分

で
あ
る
。
貸
付
は
不
動
産
慣
値
の
四
O
M
W
迄
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
金
f
w
y

ク
抵
営
。
。
5
5国
『

5
3
0昨
夜
宮
口
は
営
・

時
需
要
せ
ら
れ
仁
信
用
額
'
伊
二

O
係
官
け
超
過
す
る
事
を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
之
に
依
っ
て
、
受
信
者
の
一

O

%
連
帯
責
任
が
貫
行
せ
ら
れ
る
。

八

回

開

N
g
z
L
r
g
r
U
2
2島
常
国
主

g
E巾』
F
ー
の
・
一
九
二
八
年
に
於
げ
る
最
も
重
大
な
る
取
獲

は
工
業
金
融
組
合

ω
一
大
中
央
機
関
の
設
立
サ
ら
れ
た
事
で
あ
っ
て
、
一
九
二
八
年
九
月
二
十
一
日
伯
林
に
設
立

せ
ら
れ
た
満
逸
工
業
中
央
銀
行
部
ち
之
で
あ
る
(
詮
士
号
。
此
の
中
央
銀
行
は
中
小
工
業
に
長
期
封
物
信
用
を
供
給

す
る
を
以
て
其
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
訓
告
情
的
性
質
を
有
し
、
資
本
金
千
七
百
五
十
高
M
を
以
て
、
可

成
り
強
大
な
る
濁
週
金
融
機
関
の
奉
加
支
持
に
依
っ
て
設
立
せ
ら
れ
た
。
資
本
金
の
内
一
千
高
川
は
記
名
株
式

S

L

1

J

 

Z白
B
2
g
E巾
口
で
あ
っ
て
、
二
五
%
の
掛
込
で
あ
る
が
、
残
り
の
七
百
五
十
高
山
主
無
記
名
株
式

E
E
Z
E
E
g

R
ー

で
あ
っ
て
、
金
額
梯
込
で
あ
る
。
此
の
新
中
央
銀
行
は
、
外
国
か
ら
調
達
せ
ら
れ
、
第
一
夫
的
に
二
十
年
以
内
の

期
限
で
結
局
中
小
工
業
に
向
け
ら
れ
る
済
崩
償
還
貸
付
賛
金
に
脅
す
る
仲
'
介
機
闘
と
し
て
の
役
目
を
な
し
、
並
に

通
常
工
場
の
租
税
憤
値

-FH宅
目
立
の
1
一4
以
上
1
一3
以
下
の
高
さ
迄
、
弗
で
信
用
を
奥
へ
る
。
銀
行
は
受
信
者

の
済
崩
額
か
ら
、
最
初
の
十
年
間
1
一2

%
を
危
険
積
立
金
呂
田

-EF互
に
繰
入
れ
、
之

E
同
時
に
街
保
全
慮
分

担
n
H
5
2
2四
回

5
8叩
E
F
S
2・
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、

2
2
g
m同
『
伊
口
同
庁
は
存
在
し
な
い
。
然
し
受
信
者
は
一

o
u
w
の
蓮

帯
責
任
の
義
務
全
負
ひ
、
銀
行
が
損
失
を
蒙
つ
に
場
合
に
は
、
受
信
者
の
給
付
に
依
り
て
作
ら
れ
た
特
別
積
立
金

巨

t
I
f
e
f
l

猫
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
の
同
ESE-
町内包】ち

第
四
時
嘱

一一一ー→ 

第
三
十
二
巻



一
般
積
立
金
設
に
銀
行
の
資
本
金
を
以
て
補
償
し
、
向
足
ら
司
ざ
る
場
合
に
は
此
の
受
信
者
の
蓮
帯
責
任
が
要
求
せ

ら
れ
る
。

此
の
機
関
に
於
て
注
目
す
べ
き
は
一
公
砲
の
金
融
機
闘
が
協
力
し
て
ゐ
る
酷
で
あ
っ
て
、
此
の
工
業
中
央
銀
行
に

於
て
は
公
の
機
関
と
在
粧
梼
責
本
主
義
と
に
件
ふ
二
つ
の
経
済
原
則
炉
、
一
の
目
的
に
向
っ
て
共
力
す
る
事
を
要

す
る
。
従
つ
マ
此
の
中
央
銀
行
の
援
蓮
は
此
の
二
活
動
方
法
が
融
合
す
る
事
を
数
へ
る
も
の
で
あ
る
。

如
斯
濁
逸
工
業
中
央
銀
行
は
濁
逸
の
公
私
金
融
機
関
と
密
接
な
る
闘
係
を
有
す
る
の
み
な
ら
争
、
工
業
的
機
関

と
も
直
接
共
力
し
、
活
動
範
囲
に
地
域
的
制
限
な
く
、
濁
逸
金
固
に
劃
し
て
活
動
せ
る
貼
は
此
の
機
闘
の
特
色
と

す
る
所
で
あ
る
。
更
に
叉
此
の
中
央
銀
行
の
出
現
に
依
っ
て
、
其
の
背
後
に
何
等
公
の
機
関
の
保
需
を
要
求
せ

y

る
純
綜
仁
る
施
法
前
首
都
闘
に
お

.τ
、
百
川
も
倫
外
凪
に
於

τ債
券
を
酷
試
行
し
特
る
工
業
金
融
組
合
の
設
立
に
成
功
し

出

に
事
を
却
質
に
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。

(
註
+
三
}
此
白
濁
翠
工
業
中
央
銀
行
を
以
て
、
知
色
N
F
2
は
工
業
金
融
組
合
と
認
め
て
ゐ
な
い
が
、

(
F
P
C
-
民

-
S
i
s
-
B
U
S
E叫
)
蕊
で
は

ピ
E
忠
岡
田
設
に
従
っ
て
工
業
金
融
組
合
と
認
め

τ
置
〈
。

(
P
P
0
・
司
・
固
い
+
回
出
・
)
品
同
調
逸
工
業
中
央
銀
行
に
劃
す
る
詳
細
は
紙
面
白
都
舎

よ
別
白
機
曾
に
譲
り
た
い
。

第
六
、
結

言

以
上
猫
逸
に
於
げ
る
中
小
工
業
の
長
期
不
動
産
信
用
機
関
と
し
て
新
に
出
現
せ
る
工
業
金
融
組
合
の
如
何
な
る
.

も
の
な
る
か
を
可
成
h
ノ
詳
細
に
説
越
し
た
が
、
然
ら
ば
此
の
工
業
金
融
組
合
は
如
何
必
る
致
果
を
費
し
た
か
、
工

業
金
融
組
合
の
作
用
を
評
慣
す
る
じ
は
、
衣
の
三
方
面
よ
り
之
を
考
ふ
る
事
が
出
来
ぁ
。
第
一
に
工
業
金
融
組
合

濁
逸
申
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
白
円

E
E
E
E岳
え

第
三
十
二
容

第
四
時
抗

七

一一
一

Linq，!1er， K. a. a. O. S. 134-139; Radzibor， a. a. O. S. 219-229; Dannenbaum， 
F.， OffentIich.rechtJiche Kreditanstale"k. Berlin 1930. S. 99 
Lindner， K.， a. a. O. S. 71-74・
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濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
白

H
E
E
E
g
n
r
ち

第一
t
十
二
巻

七

第
削
減

一一一一四

か
ら
放
出
せ
ら
れ
た
費
金
は
綿
計
幾
何
に
蓮
す
る
か
、
第
二
に
債
務
者
に
費
し
て
貸
付
ら
る
る
資
金
の
利
章
・
は
如

何
Q

第
三
は
工
業
金
融
組
合
は
幾
何
な
る
程
度
に
中
小
工
業
の
資
金
需
要
を
満
足
せ
し
め
た
か
の
問
題
曲
ち
之
で

あ
る
。↑

工

業

金

融

組

合

の

供

給

資

金

の

綿

額

の

活

動

は

買

際

一

九

二

六

年

に

開

始

せ

ら

れ

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
設
立
せ
ら
れ
仁
工
業
金
融
組
合
も
此
の
年
か
ら
初
め
て
貸
出
を
開
始
し
七
の
で
あ

る
。
一
九
二
六
年
十
二
月
末
迄
に
縮
工
業
金
融
組
合
よ
り
放
川
せ
ら
れ
た
去
の
額
は
五
一
ニ
コ
ニ
コ
コ
一
一
、
九

O
O
M

で
め
っ
て
、
一
九
一
一
七
年
十
二
月
末
高

F

』
主
厄
二
一
九
、
六
二
一
レ
ぃ
.
一
コ
コ
刊
一
伝
加
ー
に
か
ら
、
結
局
一
九
二
七
年

l

t
一一

i

t

(

R

M
 

末
に
於
て
は
七
二
、
九
七
一
、

c
o
o
-
の
資
金
が
中
ト
工
業
-
、
貸
出
さ
れ
た
事
と
な
る
。
営
時
は
工
業
金
融
組
合

R

y

t

 

の
設
立
営
初
で
あ
り
而
4
8
其
の
機
閥
数
色
少
な
い
の
で
あ
る
か
ら
.
営
時
に
於
て
之
以
上
の
結
果
を
望
り
事
は
不

可
能
で
あ
ら
う
。
而
・
も
伺
此
の
鱒
額
に
於
て
も
工
業
金
融
組
合
は
そ
の

F
N一
号
に
於
て
は
、
中
小
工
業
に
濁
す

る
殆
ん
ど
唯
一
の
不
動
産
信
用
機
関
と
し
て
の
地
位
を
占
め
、
貯
菩
銀
行
、

F
5
a
g
g
g
叶
『
=
ぇ
等
の
中
小
工
業

に
劃
す
る
不
動
産
信
用
充
足
の
如
き
は
謹
か
に
及
ぱ
、
さ
る
有
様
で
あ
る
。
更
に
又
工
業
金
融
組
合
の
此
の
貸
付
組

同=己口出門『一巾印己記『庁

額
を
、

一
九
三
六
年
及
二
七
年
に
於
け
る
濁
逸
中
小
工
業
不
動
産
抵
営
貸
付
の
緯
額
に
封
比
す
れ
ば
、
正
に
其
の

一
六
%
を
占
む
る
の
で
あ
っ
て
、
相
営
著
し
き
割
前
を
割
愛
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
之
に
依
っ
て
見
れ
ば
、
工
業
金
融

組
合
の
活
動
し
た
る
範
園
に
関
し
て
は
、
工
業
金
融
組
合
の
活
動
色
亦
無
意
義
な
ら

y
hし
事
を
知
る
で
あ
ら

フ
(ニ)

工
業
金
融
組
合
の
供
給
せ
る
資
金
の
利
率

受
信
者
は
貸
付
に
罰
し
て
利
子
、
並
に
正
貨
打
歩
ロ

E
也。



の
利
擁
及
償
却
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
之
等
の
負
債
額
は
年
々
入
・
五
七
%
に
相
営
す
る
ゥ
此
の
率
は
可
成
h
J
正

確
で
あ
っ
て
、
此
の
率
は
綿
額
の
評
量
=
考
古
唱
ロ
=
に
依
つ
で
も
同
様
に
求
め
る
事
が
州
本
ゆ
る
。
即
ち
一
九
二

七
年
の
数
字
を
基
礎
と
し
て
、
一
年
中
の
受
信
者
の
綿
給
付
額
に
貸
付
総
額
を
劃
比
せ
し
め
て
百
分
宰
を
求
め
て

も
略
E
之
と
同
宰
T
得
る
。
各
機
闘
の
最
高
及
最
低
利
率
を
基
礎
k
し
て
考
ふ
れ
ば
、
通
常
利
率
は
入
・
九
三

μ

か
ら
八
・
一
一
二
%
の
聞
に
ゐ
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
之
に
依
っ
て
見
れ
ば
工
業
金
融
組
合
の
利
率
は
大
瞳
年
八
歩
五

厘
見
営
で
あ
っ
て
、
受
信
者
の
負
櫓
は
左
程
低
い
と
は
稗
し
得
な
い
が
、
営
時
濁
逸
の
金
融
市
場
に
於

η
る
貸
付

に
比
し
て
、
工
業
金
融
組
合
に
依
り
て
供
給
せ
ら
れ
た
資
金
は
、
一
般
に
高
〈
は
な
か
っ
た
と
云
ふ
事
が
出
来

三
工
業
金
融
組
合
に
於
り
る
資
金
需
要
正
貨
付
E
の
劃
合
中
小
工
業
の
信
用
需
要
が
如
何
な
る
程
度
じ

満
足
せ
ら
れ
た
か
に
就
い
て
は
、
遺
憾
乍
ら
正
確
な
る
数
字
が
奥
へ
ら
れ
な
い
。
従
つ
で
工
業
金
融
組
合
金
一
韓
に

就
い
て
は
確
定
す
る
事
を
得
な
い
が
、
此
の
事
責
は
全
〈
之
に
閲
す
る
材
料
が
明
か
に
せ
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
十

又
一
般
に
そ
れ
が
取
扱
は
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
今
之
を
個
々
の
事
買
に
就
い
て
見
る
に
、
ず
ク
セ

シ
州
立
抵
営
謹
券
袋
行
機
関
に
於
て
は
、
一
九
二
六
年
に
は
信
用
需
要
の
約
三
七
・
五
%
が
充
足
せ
ら
れ
二
九
二

七
年
に
は
三
六
・
一
，
%
が
満
足
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
・
衣
に
中
部
調
逸
工
業
信
用
組
合
に
於
て
は
、
信
用
需
要
の
二
六
・

七
%
が
充
足
せ
ら
れ
た
事
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
之
は
熊
n
T
低

t
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
蓋
し
業
務
開
始

営
時
に
於
で
は
、
金
融
難
の
折
柄
信
用
申
込
が
殺
到
し
、
其
の
内
に
は
随
分
不
健
全
な
も
の
も
あ
っ

τ、
初
め
か

ら
問
題
と
な
ら
ぬ
も
の
迄
が
合
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
め
る
。
夏
に
プ
T

Y
ヅ
鑑
梼
銀
行
に
於
て
は
、
一
九
二
六
年

捕
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
由

H
E
E
E
O
R
E
コ

第
三
十
二
巻

七

第
四
償

一一一一
z
・



婦
途
中
小
工
業
金
融
機
隠
と
し
て

D
H
Z
5可一
m
E
E
P

第
三
十
二
巻

第
四
披

一
三
六
i

七
二
四

に
は
五
0
・
九
%
、
一
九
二
七
年
に
は
六
五
・
九
%
が
貸
付
申
込
に
謝
し
て
貸
付
ら
れ
て
ゐ
る
。

之
仁
依
っ
て
見
れ
ば
工
業
金
融
組
令
は
設
立
後
日
前
浅
し
と
錐
も
、
相
営
の
質
蹟
を
示
し
て
ゐ
る
事
を
知
る
で

あ
ら
う
。
偲
A
T
工
業
金
融
組
合
に
依
っ
て
中
小
工
業
に
輿
へ
ら
れ
た
信
用
の
緯
額
が
、
中
小
工
業
に
奥
へ
ら
れ
た

長
期
信
用
の
総
額
に
比
し
て
相
封
的
侃
率
に
過
ぎ
な
か
っ
た
'
と
し
て
も
、
備
工
業
金
融
組
合
の
貸
付
は
そ
の
貸
付

卒
均
額
が
僅
少
な
る
黙
に
於
て
、
即
ち
賓
際
に
中
小
工
業
に
劃
し
て
貸
付
ら
れ
に
と
云
ふ
酷
に
於
て
中
小
工
業
へ

の
信
用
と
し
て
は
特
殊
の
致
果
と
重
要
性
'
と
を
有
し
て
ゐ
ぁ
。
殊
じ
工
業
金
融
組
合
が
獅
誕
の
通
貨
膨
脹
綾
の
第

一
年
に
於
て
、
加
側
泡
中
小
工
業
に
劃
し
て
な
し
七
る
貢
献
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
工
業
金
融
組
合
は
賢
に
中
小

工
業
の
長
期
信
用
機
関
と
し
て
最
も
趨
営
に
し
て
、
又
最
も
敏
活
な
る
機
関
L
」
帯
す
る
事
が
出
来
る
。
又
此
の
不

動
産
信
用
機
関
の
出
現
は
他
の
見
地
か
ら
も
理
由
付
け
る
事
が
出
来
る
。
却
も
外
国
の
財
界
か
ら
見
る
と
色
、
小

企
業
の
聯
合
が
、
偲
A
T
地
方
的
に
或
は
専
門
的
に
析
は
れ
た
と
し
て
も
、
車
に
集
っ
た

rり
で
は
信
用
を
受
付
る

矯
め
に
は
同
様
に
何
等
の
利
益
を
鷲
ら
さ
な
い
事
が
謹
明
せ
ら
れ
る
。
従
」
っ
て
此
の
酷
か
ら
し
で
も
、
工
業
に
劃

す
る
特
殊
の
封
物
信
用
機
関
を
作
る
事
の
可
能
性
が
存
在
す
る
で
あ
ら
う
。

乍
併
工
業
金
融
組
合
に
封
し
て
は
反
勢
論
が
相
営
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
之
等
工
業
金
融
組
合
に
脅
し
て
な

さ
れ
た
非
難
の
中
に
は
理
由
な
き
に
非
ぎ
る
色
の
も
あ
る
が
、
然
し
大
龍
之
等
の
非
難
の
多
〈
は
現
在
の
機
闘
の

活
動
に
閲
す
る
も
の
よ
り
も
、
寧
る
工
業
金
融
組
合
観
念
同
ロ
昔
印
庄
日

R
E
F
-仏
町
内
に
閲
す
る
も
の
が
多
い
。
業
の

最
も
主
な
る
も
の
は
公
法
的
性
質
に
罰
す
る
非
難
で
あ
っ
て
、
同
C
E
の
商
工
曾
議
所
の
如
き
は
、
「
:
:
:
併
し
一

面
に
於
て
程
鰹
梼
に
公
の
干
渉
が
加
は
る
事
に
劃
し
て
痛
烈
な
る
反
封
を
唱
ふ
る
所
の
そ
の
頼
糖
炉
、
他
面
に
於

て
此
の
私
鰹
梼
の
後
展
の
矯
め
に
一
公
の
資
金
の
援
助
を
要
求
す
る
が
如
き
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
会
の
援
助
を

Lindner， K.， a. a. O. S. 74・34) 



絶
え
や
要
求
す
る
事
は
、
寛
極
的
の
も
の
で
は
な
い
げ
れ

E
も
、
官
麗
が
一
般
に
粧
梼
に
干
渉
し
、
且
還
に
は
個

々
の
企
業
を
救
擁
す
る
に
非
守
し
て
、
寧
ろ
佃
々
の
企
業
を
引
受
げ
る
と
同
様
の
結
果
に
陥
ら
し
む
る
所
の
原
因

の
一
つ
と
な
る
。
』
と
反
罰
し
て
ゐ
る
。
尚
又
日
白
書
官
5
2
Z
m
に
於
て
は
一
般
納
税
者
に
危
険
の
輔
嫁
が
行
は
れ

る
と
云
ふ
反
罰
論
が
あ
る
。
卸
ち
偲
A
T
凡
ゆ
る
場
合
に
先
づ
受
信
者
自
ら
連
帯
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て

も
、
人
々
は
会
の
保
語
が
賓
際
上
頗
る
容
易
仁
作
用
す
る
も
の
と
考
へ
る
。
蓋
し
危
険
じ
際
し
で
は
官
麗
が
径
の

資
本
を
以
て
保
誼
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
。
此
の
納
税
者
に
危
険
轄
嫁
が
行
は
れ
る
と
云
ふ
反
封
読
は
相
営
有

力
な
る
・
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
於
て
は
か
か
る
見
地
か
ら
、

ω
Z民
間
宮

E
】
丘
町
を
恒
絶
し
て
ゐ
る
。
此
の

如
き
異
論
は
主
と
し
て
ザ
ク
セ
ン
抵
営
誼
努
緩
行
機
関
の
終
蹴
倒
的
数
果
が
現
ば
れ
な
か
っ
た
時
代
に
於
て
頃
へ
ら

れ
れ
色
白
で
め
る
い
穴
式
級
仁
一
献
て
も
務
肢
も
綜
認
し
て
輯
動
し
、
前
色
鍬
桁
家
的
側
、
か
色
の
み
な
ら
守
、
工
業
ぞ

の
も
の
の
側
か
ら
も
公
の
保
誼
に
劃
す
る
非
難
が
聞
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
本
来
他
の
目
的
を
有
す
る
径
の
信
用
機
関

が
か
か
る
形
式
で
信
用
特
奥
に
千
興
す
る
事
は
、
中
小
工
業
の
利
害

E
相
一
致
し
な
い
主
の
務
が
即
ち
之
で
あ
る
。

之
等
の
非
難
は
相
嘗
理
由
あ
る
も
の
で
あ
る
け
れ

E
も
、
工
業
金
融
組
合
の
賓
蹟
に
徴
し
て
凡
て
が
営
っ
て
ゐ

る
か
否
か
は
頗
る
疑
問
で
あ
る
。
一
般
に
調
逸
の
中
小
工
業
は
工
業
金
融
組
合
的
機
闘
の
設
立
を
歓
迎
し
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
て
、
一
九
二
六
年
の
夏
か
か
る
機
闘
が
漏
逸
の
各
地
に
設
立
せ
ら
る
べ
き
か
否
か
に
就
レ
て
盛
な
る
討

論
が
行
は
れ
た
事
が
め
っ
た
が
、
此
の
時
に
於
け
る
工
業
の
大
鰐
の
意
見
は
、
必
要
な
る
賛
金
は
ず
グ
セ
シ
抵
営

費
券
後
行
機
関
に
倣
っ
て
、
抵
営
読
券
の
接
析
に
依
っ
て
調
達
し
、
州
或
は
ラ
イ
ヒ
の
保
霞
を
必
要
と
す
る
、
3
£

一
致
し
て
ゐ
る
。
貫
際
公
の
保
謹
あ
る
が
潟
め
仁
抵
営
詩
券
の
鵬
首
行
が
容
易
L'
」
な
り
、
殊
仁
之
が
矯
め
に
外
国
市

場
に
於
て
資
金
を
調
達
し
得
る
の
便
宜
が
あ
る
事
は
否
み
難
い
。
銀
行
は
公
の
保
謹
な
く
し
て
は
、
そ
の
抵
営
謹

猫
途
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て
の
『
含

5
5与
え
円

第
三
十
一
一
巻

七

五

第
四
披

七



濁
泡
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
で
白
岡

E
5
Z事
会
忌

第
三
十
二
血
管

七
二
六

第
四
披

一
三
八

券
を
買
ふ
一
挙
が
出
来
な
い
と
さ
へ
宣
言
し
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
前
通
の
如
く
会
の
保
語
に
封
す
る
種
々
の
非
難
は

主
と
じ
で
工
業
金
融
組
合
観
念
に
向
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
質
際
上
に
於
て
は
現
在
迄
の
所
で
は
現
存
の
工

業
金
融
組
合
は
十
分
な
る
殻
果
を
現
し
て
ゐ
る
。
而
も
注
意
深
き
貸
付
に
依
っ
て
抵
嘗
貸
付
に
倖
ふ
危
険
は
或
韓

民
高
排
除
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
工
業
金
融
組
合
に
聾
す
る
多
〈
の
異
論
は
此
の
種
の
危
険
を
過
重
鵡
し
た
摘
果

で
あ
る
事
が
多
い
。
院
に
濁
逸
に
於
て
も
不
動
産
抵
蛍
銀
行
の
出
現
に
際
し
て
、
之
に
封
し
て
如
何
な
る
理
由
を

凪
て
民
謝
せ
ら
れ
れ
い
か
、
而
も
不
動
産
据
営
銀
行
の
畿
戚
に
依
っ
て
、
此
の
種
の
非
難
が
如
何
に
不
正
確
の
も
の

で
あ
っ
た
か
を
謹
明
せ
ら
れ
て
沿
る
。

A
1
叉
此
の
工
業
上
の
封
物
信
用
調
達
の
新
し
い
形
式
に
封
し
て
行
ば
れ
る

異
論
色
、
時
の
経
過
に
依
っ
て
自
ら
消
滅
す
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
而
色
現
存
の
工
業
金
融
組
合
に
於
て
益

法
的
性
質
を
有
す
る
は
躍
に
ザ
ク
セ
ン
抵
営
謹
券
費
行
機
闘
の
み
で
あ
っ
て
、
其
他
は
凡
て
在
法
的
機
闘
で
あ
る

か
ら
、
此
の
益
法
的
性
質
に
封
す
る
非
難
色
工
業
金
融
組
合
一
一
般
に
就
い
て
は
営
を
得
な
い
。
更
に
蓮
帯
責
任
に

封
し
で
も
民
封
諭
が
あ
る
。
即
ち
工
業
金
融
組
合
に
於
て
は
…
連
帯
責
任
e

伊
二
般
的
に
要
求
す
る
を
以
て
‘
受
信
者

自
ら
は
確
貰
で
あ
っ
て
も
、
他
人
の
債
務
に
依
っ
て
責
任
を
負
は
さ
れ
る
事
に
な
る
か
ら
、
他
の
方
法
で
逗
帯
責

任
な
し
に
信
用
を
得
る
事
の
出
来
る
買
際
に
確
貫
な
優
良
工
業
は
、
工
業
金
融
組
合
で
貸
付
を
受
け
る
事
・
を
鴎
躍

す
る
で
め
ら
う
と
の
説
即
ち
之
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
比
の
種
の
異
論
は
全
く
的
を
は
守
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

工
業
金
融
組
合
の
貸
付
の
目
的
は
元
来
貸
付
を
受
け
た
者
に
劃
し
て
有
限
的
の
蓮
帯
責
任
を
負
嬉
せ
し
む
る
事
に

依
っ
て
、
多
少
既
に
弱
小
企
業
に
費
し
て
費
金
融
過
を
行
は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

要
之

HEZ出
豆
町
田
岳
山
骨
は
濁
逸
に
於
げ
る
通
貨
膨
脹
直
後
の
経
済
牒
態
の
所
産
で
あ
っ
て
、
中
小
工
業
自
ら
の

カ
に
依
っ
て
其
の
長
期
信
用
を
調
蓮
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ
シ
抵
営
謹
券
後
行
機
闘
が
驚
く
べ
き



好
成
績
を
示
し
た
の
で
、
工
業
金
融
組
合
観
念
の
貫
現
は
至
る
所
で
企
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
殊
に

一
九
二
八
年
に
は
新
に
三
つ
の
機
闘
が
出
現
し
、
而
色
工
業
金
融
組
合
の
一
大
中
央
機
関
た
る
濁
逸
工
業
中
央
銀

行
が
設
立
せ
ら
れ
た
事
は
、
工
業
金
融
組
合
市
川
俊
展
の
一
大
勢
力
を
加
ふ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
工
業
令
融
組

訂

合
の
勝
来
に
劃
し
て
は
種
々
の
異
論
も
あ
る
が
、
戦
後
濁
逸
不
動
産
金
融
市
場
に
於
て
は
、
益
法
的
信
用
機
関
の
進

出
と
共
に
不
動
産
銀
行
が
中
小
工
業
の
不
動
産
信
用
仁
子
奥
す
る
事
少
な
く
な
っ
た
と
ま
ふ
大
韓
化
に
鑑
み
て
‘

工
業
金
融
組
合
は
設
立
後
日
向
浅
〈
し
て
既
に
相
営
の
成
績
を
蔑
し
て
ゐ
る
が
持
来
に
於
て
も
益
々
勢
展
す
る
の

餅
地
は
十
分
に
布
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
乍
併
母
語
的
性
質
の
工
業
金
融
組
合
に
於
て
は
上
識
の
如
き
非
難
が

め
り
.
又
自
助
的
精
神
に
基
〈
工
業
令
一
組
組
合
と
し
て
ち
、
即
決
し
て
通
営
な
る
組
織
で
は
な
い
ゼ
め
ら
う
。
濁
識

に
於
け
る
貰
際
に
徴
し
て
も
最
近
設
立
せ
ら
る
る
機
関
は
凡
て
在
法
的
機
関
で
あ
る
か
ら
、
時
貯
水
市
に
於
て
は
旧
公
法

的
機
聞
は
其
の
稜
展
を
期
待
す
る
を
得
な
い
で
、
寧
ろ
忍
法
的
機
闘
が
盆
々
出
現
す
る
も
の
左
考
へ
ら
れ
る
。

翻
っ
て
我
困
の
現
肢
を
鑑
み
て
も
、
中
小
工
業
は
著
し
き
金
融
難
を
稗
へ
つ
つ
あ
る
折
柄
、
種
々
の
封
策
が
講

ぜ
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
中
小
工
業
に
劃
す
る
長
期
信
用
の
供
給
は
割
合
に
閑
却
せ
ら
る
る
有
様
で
あ
る
。
乍
併
中

小
工
業
の
健
買
な
る
後
展
を
期
せ
ん
が
震
め
に
は
、
是
非
共
長
期
信
用
の
供
給
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
一
方

に
於
て
短
期
信
用
機
関
の
充
買
を
計
る
と
共
に
、
又
他
方
に
於
て
長
期
信
用
に
封
す
る
施
設
を
行
ふ
に
非
唄
さ
れ
ば

我
岡
中
小
工
業
に
劃
す
る
金
融
難
は
根
本
的
に
は
解
決
し
得
ら
れ
な
い
と
信
や
る
。
勿
論
我
闘
と
調
逸
と
は
其
の

鰹
情
状
態
を
異
に
す
る
が
故
に
、
其
の
方
法
に
は
夫
々
特
殊
の
一
要
求
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
中
小
工
業
の
自

助
的
精
紳
に
依
っ
て
そ
の
長
期
信
用
を
供
給
せ
ん
と
す
る
比
の
濁
逸
の
新
機
関
は
、
我
凶
の
中
小
工
業
の
長
期
信

用
機
関
と
し
て
も
.
何
等
か
の
暗
示
を
輿
ふ
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
(
了
)

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
関
と
し
て

D
E
L
E豆
由
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